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第
10
回
千
葉
県
廃
棄
物
適
正
処
理
推

進
大
会
が
、
２
月
４
日
に
千
葉
市
で
開

催
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
席
上
、
長
年
に

わ
た
り
不
法
投
棄
の
防
止
等
に
活
躍
さ

れ
た
方
に
表
彰
が
行
わ
れ
、
林
貞
夫
氏

（
大
木
地
区
）
が
受
章
さ
れ
ま
し
た
。

不
法
投
棄
防
止
に
貢
献

紙
は
大
切
な
資
源
で
す

合
併
浄
化
槽
の
設
置
費
用

の
一
部
を
補
助
し
ま
す

浄
水
器
の
設
置
費
用
の
一

部
を
補
助
し
ま
す

　

不
法
投
棄
監
視
員
と
し
て
、
平
成
15

年
４
月
１
日
か
ら
長
期
に
わ
た
り
不
法

投
棄
防
止
活
動
を
続
け
て
き
ま
し
た
。

そ
の
間
、
監
視
や
通
報
だ
け
で
な
く
、

不
法
投
棄
さ
れ
た
ご
み
の
回
収
な
ど
を

行
っ
て
い
ま
す
。

林
はやし

　貞
さだ お

夫�氏（大木）

千
葉
県
環
境
生
活
部
長
感
謝
状

「
不
法
投
棄
監
視
員
の
部
」

　

市
で
は
、
資
源
回
収
団
体
へ
の
奨
励

金
制
度
や
リ
サ
イ
ク
ル
倉
庫
（
古
紙
収

集
場
所
）
の
設
置
を
行
っ
て
い
ま
す
。

皆
さ
ん
も
活
用
し
て
、
紙
リ
サ
イ
ク
ル

に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

リ
サ
イ
ク
ル
倉
庫
（
古
紙
収
集
場
所
）

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◆
古
紙
収
集
場
所
・
利
用
時
間

�

・
山
武
市
役
所
庁
舎
裏　

　

午
前
８
時
半
～
午
後
５
時

�

・�

さ
ん
ぶ
の
森
交
流
セ
ン
タ
ー
あ
ら
ら

ぎ
館

　

午
前
８
時
半
～
午
後
４
時

�
・
松
尾
出
張
所
内　

　

午
前
８
時
半
～
午
後
５
時

　
（
土
・
日
・
祝
祭
日
は
利
用
不
可
）

�

・
蓮
沼
出
張
所
内　

　

午
前
８
時
半
～
午
後
５
時

　
（
土
・
日
・
祝
祭
日
は
利
用
不
可
）

※
山
武
市
役
所
の
リ
サ
イ
ク
ル
倉
庫

は
、
庁
舎
裏
へ
移
動
し
ま
し
た
。

◆
利
用
の
注
意

　

①�

汚
れ
た
も
の
や
紙
以
外
の
ご
み
が

混
入
し
て
い
る
も
の
は
収
集
で
き

ま
せ
ん
。

　

②�

ダ
ン
ボ
ー
ル
は
折
り
た
た
ん
で
く

だ
さ
い
。

　

③�

雑
誌
・
新
聞
は
崩
れ
な
い
よ
う
に

紐
で
十
字
に
縛
っ
て
く
だ
さ
い
。

問

問

　

合
併
浄
化
槽
は
、
家
庭
か
ら
出
る
よ

ご
れ
た
水
を
き
れ
い
に
処
理
す
る
設
備

で
す
。

　

市
で
は
、
単
独
浄
化
槽
ま
た
は
く
み

取
り
便
槽
か
ら
合
併
浄
化
槽
に
転
換
す

る
場
合
、
そ
の
設
置
費
の
一
部
を
補
助

し
て
い
ま
す
。

　

合
併
浄
化
槽
を
設
置
し
て
、
き
れ
い

な
川
と
地
下
水
を
守
り
ま
し
ょ
う
。

※
放
流
先
の
な
い
場
合
の
処
理
装
置
を

設
置
す
る
場
合
に
上
乗
せ
補
助
が
あ
り

ま
す
。

（
単
独
浄
化
槽
又
は
く
み
取
り
便
槽
か

ら
転
換
す
る
場
合
で
、
合
併
浄
化
槽
と

同
時
に
処
理
装
置
を
設
置
す
る
場
合
に

限
り
ま
す
。）　　
　
　
　

補
助
額　

２
０
０
，
０
０
０
円

注
１　

�

補
助
金
の
申
請
は
、
合
併
浄
化

槽
を
設
置
す
る
前
で
す
。

注
２　

�

農
業
集
落
排
水
処
理
地
域
は
浄

化
槽
補
助
金
の
対
象
外
で
す
。

　
　

環
境
保
全
課
生
活
環
境
係　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

☎
（80）
１
１
６
１

　

近
年
、
井
戸
水
検
査
の
結
果
、
国
の

定
め
る
水
質
基
準
を
超
過
す
る
傾
向
が

あ
り
ま
す
。　
　
　

　

市
で
は
、
地
下
水
に
依
存
す
る
世
帯

で
、
国
の
水
質
基
準
を
超
え
、
地
下
水

の
浄
化
の
た
め
の
浄
水
器
を
設
置
さ
れ

る
方
に
、
平
成
23
年
か
ら
25
年
度
ま
で

の
３
年
間
、
市
の
定
め
る
条
件
の
も
と

に
、
浄
水
器
の
設
置
に
要
す
る
費
用
の

一
部
を
補
助
し
ま
す
。

　
　

環
境
保
全
課
環
境
保
全
係

　
　

☎
（80）
１
１
６
３　
　

（80）
１
３
１
４

　
　

kankyohozen@
city.sam

m
u.lg.jp

問

合併浄化槽の
大きさ

5人槽 7人槽 10人槽

単独浄化槽か
ら転換

512,000円 594,000円 728,000円

くみ取り便槽
から転換

432,000円 514,000円 648,000円

※
松
尾
、
蓮
沼
出
張
所
を
利
用
す
る
際

は
、
職
員
に
声
を
か
け
て
く
だ
さ
い
。

　
　

環
境
保
全
課
生
活
環
境
係　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

☎
（80）
１
１
６
１




